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第
７
期
介
護
保
険
料

　

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

で
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
平

成
32
年
度
ま
で
の
3
年
間
に

要
す
る
介
護
保
険
給
付
費
を

1
0
3
億
2
8
0
0
万
円
、
地
域

支
援
事
業
を
5
億
6
5
0
0
万
円

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
50
％
を
公
費
で
負

担
し
、
残
り
の
50
％
を
40
歳
以
上

の
介
護
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ

ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
第
７
期
の
第
１
号
被
保

険
者
の
負
担
割
合
は
23
％
と
な

り
、
年
額
保
険
料（
基
準
額
）
は
、

5
万
4
1
0
0
円
と
な
り
ま
し

た
。

　

介
護
保
険
制
度
は
、
住
み
慣
れ

た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に

暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
介
護

が
必
要
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て

自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
制

度
で
す
。

　

み
な
さ
ん
が
納
め
る
介
護
保
険

料
は
、
国
や
自
治
体
の
負
担
金
な

ど
と
と
も
に
、
こ
の
制
度
を
健
全

に
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源

と
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
の
納

付
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　

保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
な
ど

に
応
じ
て
、
4
月
か
ら
翌
年
3
月

ま
で
の
1
年
間
の
保
険
料
を
算
定

し
て
い
ま
す
。
7
月
中
旬
に
平
成

30
年
度
の
納
付
通
知
書
な
ど
を
、

被
保
険
者
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
人

　

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
兼

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
郵
送
し

ま
す
。

納
期　

年
金
受
給
月（
4
月
・
6

月
・
8
月
・
10
月
・
12
月
・
平

成
31
年
2
月
の
全
6
回
）

対
象　

つ
ぎ
の
要
件
す
べ
て
に
該

当
す
る
人

①
平
成
30
年
4
月
1
日
現
在
、
市

内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

②
老
齢
・
退
職
年
金
、
遺
族
年
金

ま
た
は
障
害
年
金
の
年
金
受
給

額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

平
成
30
年
度

介
護
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

平成 30 年度　所得段階別介護保険料

所得段階 対　　　　象 基準額　
×調整率 年額保険料

第１段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税者で老
齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税者で
前年の課税年金収入と所得の合計金額が８０万円
以下の人

基準額×
0.40 21,600 円

第２段階
世帯全員が市民税非課税者で前年の課税年金収入
と所得の合計金額が年間８０万円を超え１２０万
円以下の人

基準額×
0.60 32,400 円

第３段階
世帯全員が市民税非課税者で前年の課税年金収入
と所得の合計金額が年間１２０万円を超える人

基準額×
0.70 37,800 円

第４段階
世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税非課
税者で前年の課税年金収入と所得の合計金額が年
間８０万円以下の人

基準額×
0.90 48,600 円

第５段階
世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税非課
税者で、前年の課税年金収入と所得の合計金額が
年間８０万円を超える人

基準額×
1.00 54,100 円

第６段階
本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が年間
１２０万円未満の人

基準額×
1.20 64,900 円

第７段階
本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が年間
１２０万円以上２００万円未満の人

基準額×
1.30 70,300 円

第８段階
本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が年間
２００万円以上３００万円未満の人

基準額×
1.50 81,100 円

第９段階
本人が市民税課税者で前年の合計所得金額が年間
３００万円以上の人

基準額×
1.70 91,900 円

※課税年金収入額：税法上課税対象の収入となる公的年金等（国民年金、厚生年金、共済年金など）

をいいます。なお、障害年金、遺族年金は非課税のため、含まれません。

※合計所得金額：「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費など」を差し引いた額をいいます。

平成 30 年 4 月 1 日以降は、さらに「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金

収入に係る所得額」（第１～５段階のみ）を控除した額となります。

※
65
歳
到
達
年
度
や
市
外
か
ら
幸

手
市
に
転
入
し
た
年
度
の
保
険

料
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
納
付
・

口
座
振
替
）
と
な
り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
（
年
金
天
引
き
以
外
）

の
人

　

介
護
保
険
料
納
付
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
。

納
期　

7
月
か
ら
平
成
31
年
2
月

ま
で
の
毎
月（
全
8
回
）

納
付
方
法　

介
護
保
険
料
納
付
通

知
書
に
よ
り
、
最
寄
り
の
金
融

機
関
な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
納
付
の
際
に
納

付
通
知
書
は
切
り
取
ら
な
い
で

く
だ
さ
い
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は

納
付
で
き
ま
せ
ん
。

問合せ　介護福祉課介護保険資格管理担当☎（42）8444・（43）5600
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介護保険給付費の
財源内訳（在宅の場合）
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問合せ　水道管理課☎（48)0050・（48)0120

水不足（渇水）により予想される影響

《断水時の影響》

　○家事をする時間の大幅な制限

　○消火活動や医療活動への影響

　○入浴・洗濯・食生活への影響

　○衛生状態の悪化による食中毒などの発生

　○プール、公園への給水停止

水の上手な使い方

《節水のポイント》

▼お風呂の残り湯は、洗濯・拭き掃除・洗車・

植木の散水に利用し、汚れの目立たないお

湯は、もう一度沸かして再利用しましょう。

▼ シャワーの流しっ放しはやめましょう。

シャワーよりも浴槽にためて使った方が節

水になります。

▼お米のとぎ汁などは、まき水や植木への散

水などに再利用しましょう。食器や調理器

の油分は紙で拭いてから洗うと、かなりの

節水になります。

▼水道使用量を前回の使用量と比較して、ど

れだけの節水効果があったか確認してみま

しょう。ご家庭の状況に応じて、いろいろ

な工夫をしてみてください。

道路河川課からのお願い

道路に張り出した枝の切り取り
　道路上に張り出した枝などは、歩行者や自動車等の通行の妨げとなります。これらが原因となり、歩行

者や自動車等の事故が発生した場合、樹木の所有者が事故の責任を問われることもあります。

　事故を未然に防ぎ、安心・安全に道路を利用するため、樹木の適切な管理をお願いします。

※ご自分で手入れができない場合は、業者やシルバー人材センターなどに依頼して、有料で

行ってもらう方法もあります。

けがの可能性があり、非常に危険です。

　市では道路の危険箇所の発見と補修に努め

ていますが、もし「道路に穴や陥没がある」「側

溝のフタが壊れている」「ガードレールが壊れ

ている」など、危険な箇所を見かけたら、現地

の住所や目標物などをご確認の上、ご連絡を

お願いします。

※私道や私有地については対応できません。

道路に穴があいていたら…
　道路の破損を放置しておくと、車両事故や、歩行者の 

水の事故にご注意を！
　海や川へレジャーに行く機会が

増えるこれからの季節は、水の事

故が増える季節でもあります。水

の事故には十分注意しましょう。

　また、遊水地（調節池）は、立ち

入りが禁止された区域です。

　釣りや水遊びなどのため、むや

みに立ち入ることは絶対にやめま

しょう。

問合せ　道路河川課☎（43）1111 内線 553、554・（42）9115

乗り上げブロックなどの撤去を
　車庫や駐車場の出入口前の道路に、車道との段差解消のため「乗り上げブロック」や「鉄板スロープ」など

を置いていませんか？ こうした「乗り上げブロック」などの物件の設置は、通行の障害となり大変危険で

す。歩行者がつまずいたり、オートバイや自転車の転倒事故を誘発したり、思わぬ事故の発生原因になり

ますので、設置してある場合は、撤去をお願いします。

※撤去後の段差解消工事の実施には申請が必要となり、費用は個人の負担になります。詳細については、

お問い合わせください。

　水は、私たちの生命を維持するために必要
不可欠な資源です。
　水需要の最盛期を迎え、各地で水不足が心
配される季節となりました。みなさんのご家
庭でも、一人ひとりが限りある資源である水
を上手に使って節水に心掛けましょう。
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